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ゆたかな学びの実現、教職員定数改善をはかるための、2027年度政府予算

に係 る意見書採択を求める請願書



1 請願 の趣 旨

現在 の教育現場は、国際的に突出 して長い教員の仕事時間 と、それによるス

トレスの増大、教育予算や人的資源 の不足 とい う構造的な課題 に直面 していま

す。子 どもたちの質の高い学び と、教職員が安心 して働 ける環境 を確保す るた

め、 これ らの課題解決が急務です。そ して、以上の課題 を解 決 し、子 どもたち

のゆたかな学びを保 障す るためには、学校の働 き方改革の推進 と教職員定数改

善 とそのための予算措置が不可欠です。

給特法 (公 立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等 に関す る特別措置法 )

等改正 を受 けて、義務標準法 (公 立義務教育諸学校の学級編制お よび教職員定

数 の標準 に関す る法律 )が 改正 され、小学校 に続き中学校 の学級編制標準は28

年度までに35人 に引き下げ られます。岩手県では、国に先立 って 23年度か ら

小 。中学校 ともに35人以下の学級編成 とな りま した。 きめ細 かい教育活動をす

す めるために、 さらなる学級編制標準の引き下げ、少人数学級の実現が必要で

す。

また、 4月 か ら学校の働 き方改革 は教育委員会作成の業務量管理・健康確保

措置実施計画 によ りすすめ られます が、「3分類」にかかわ らず業務の外部移

行・委託 を行 うための国による自治体への財政措置等が不可欠です。

教職員不足や教職志望者 の減少 によ り、岩手県内の学校 で も欠員が 日常的に

生 じてお り、学校運営に支障をきた しています。文部科学省 の 「令和7年度『 教

師不足』 に関す る実態調査」による と、岩手県の小中学校 の義務標準法上の定

数 に対す る充足率は98.5%(全 国平均 100,9%、 2025年 5月 1日 時点 )で あ り、全

国的に見て も低い水準 となっています。

文都科学省 の 「教員勤務実態調査」 (速報値、2023年 4月 28日 公表 )に よる

と、在校等時間が短縮 した ものの、持 ち帰 りや土 日出勤 を含 めた残業時間は、

実質月 80時 間を超 えてお り、長時間労働 の是正が進んでいませ ん。岩手県内の

学校現場 においても、人的余答 がない中での学校運営が常態化 してお り、年度

途 中での育休者・病体者等の代替補充がすすまず、欠員 が生 じて さらに職場 に

余杯 がな くなるとい う負の連鎖が続 いています。

厳 しい財政状況の中、独 自財源 によ り人的措置等を行 つている自治体 もあ り

ますが、岩手県では県単独予算 による教員配置は講 じられていないなど、 自治

体間で教育格差が生 じることは大 きな問題です。義務教育費 国庫負担制度は、

2006年 の 「三位一体改革」の中で国庫負担率が 2分 の 1か ら 3分 の 1に 引き下

げ られ ま した。国の施策 として定数改善にむけた財源保 障 を し、子 どもたちが

全 国の どこに住んでいても、一定水準の毅育を受けられ るこ とが憲法上の要請

です。 ゆたかな子 どもの学びを保障す るための条件整備 は不可欠です。

こ うした観点か ら、2027年度政府 予算編成 において下記事項が実現 され るよ

う、地方 自治法第 99条 の規定にもとづ き国の関係機 関への意 見書提出を請願い

た します。



2 請願事項

(1)ゆ たかな学びの実現のため、 さらなる学級編成標準の引き下げ等少人数学

級の検討 、お よび計画的な教職員 定数改善で学校の働 き方改革
。長時間労

働是正 をはかること。

(2)ゆ たかな学びの実現のため、義務教育費国庫負担制度 の負担割合 を引き上

げ、教育の機会均等 と水準の維持 向上をはかること。

(3)ゆ たかな学びの実現のため、 自治体が実効性のある働 き方改革を実行す る

ために必要な予算措置を講 じるこ と。

3 要請先

衆議院議長

参議院議長

内閣総理大 臣

財務大臣

総務大臣

文部科学大 臣


